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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の素材映像データを編集して１個の番組データを生成する映像編集装置であって、
　前記番組データは、複数個の編集映像データから構成されており、各編集映像データは
、前記複数の素材映像データのうちのいずれか１個の素材映像データを元にして生成され
た、前記素材映像データの全体又は部分の映像データであり、
　複数の素材映像データを編集して生成された１個の番組データを記憶し、前記番組デー
タを構成する各編集映像データに対応付けて編集優先順位情報を記憶している番組データ
記憶手段と、
　各素材映像データに対応付けて、前記素材映像データのうちの使用する映像データの長
さに応じた著作権の基本使用料と、著作権優先順位情報を記憶している使用料記憶手段と
、
　前記使用料記憶手段に記憶されている各素材映像データに対応付けられた基本使用料を
用いて、前記番組データの著作権の総使用料を算出する算出手段と、
　利用者より著作権の総使用料の限度額の入力を受け付ける限度額受付手段と、
前記算出手段により算出された前記番組データの著作権の総使用料と、入力が受け付けら
れた限度額とを比較して、算出された総使用料が限度額より大きいか否かを判断する限度
額判断手段と、
　前記限度額判断手段にて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に、そ
の旨を示す警告を利用者に対して出力する警告手段と、
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　前記番組データ記憶手段に記憶されている前記番組データを構成する前記複数個の編集
映像データに対応する編集優先順位情報と、前記編集映像データの元になった素材映像デ
ータに対応する著作権優先順位情報とに基づいて、前記番組データ記憶手段に記憶されて
いる前記番組データを構成する前記複数個の編集映像データの中から再編集対象の編集映
像データを選択し、前記選択した編集映像データの一部を削除することで再編集を行う映
像再編集手段とを備え、
　前記限度額判断手段にて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に、
前記映像再編集手段は、再編集対象の編集映像データを選択し、前記選択した編集映像デ
ータの一部を削除して再編集後の番組データを生成し、
　前記算出手段は、前記映像再編集手段が生成した前記再編集後の番組データの著作権の
総使用料を算出し、
　前記警告手段は、前記映像再編集手段が処理した前記編集映像データを示す情報と、前
記再編集後の番組データの総使用料を出力する
　ことを特徴とする映像編集装置。
【請求項２】
　前記映像再編集手段は、前記警告手段が前記再編集後の番組データの総使用料を出力し
た後、利用者より上書きする旨の入力を受け付け、前記番組データ記憶手段に記憶してい
る番組データを、前記再編集後の番組データに更新する
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像編集装置。
【請求項３】
　前記映像再編集手段は、前記算出手段が算出した再編集後の番組データの総使用料が限
度額以下となるまで、再編集対象の編集映像データの選択と、前記選択した編集映像デー
タの一部の削除を繰り返す
　ことを特徴とする請求項２に記載の映像編集装置。
【請求項４】
　素材映像データは、複数の部分映像データから構成され、
　前記番組データ記憶手段に記憶されている各編集映像データは、素材映像データを構成
する複数の部分映像データから選択されたいくつかの部分映像データから構成され、
　前記使用料記憶手段は、各素材映像データを構成する部分映像データ毎に、使用する際
に削除が可能か否かを示す削除可否情報を対応付けて記憶しており、
　前記映像再編集手段は、編集映像データを構成する部分映像データのうち、削除が可能
であること示す削除可否情報が対応付けられて記憶されている部分映像データの一部を削
除する
　ことを特徴とする請求項２に記載の映像編集装置。
【請求項５】
　前記映像編集装置は、さらに、
　外部から素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用料と著作権優先順位情報と
を取得し、前記使用料記憶手段に取得した素材映像データに対応付けられた著作権の基本
使用料と著作権優先順位情報とを書き込む情報取得手段
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の映像編集装置。
【請求項６】
　前記映像編集装置は、素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用料を示す著作
権情報を供給する著作権情報供給装置に通信回線を介して接続され、
　前記情報取得手段は、前記著作権情報供給装置から素材映像データに対応付けられた著
作権の基本使用料と著作権優先順位情報とを取得する
　ことを特徴とする請求項５に記載の映像編集装置。
【請求項７】
　可搬可能な記録媒体は、素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用料を示す著
作権情報と著作権優先順位情報とを予め記録しており、
　前記情報取得手段は、前記記録媒体から素材映像データに対応付けられた著作権の基本
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使用料と著作権優先順位情報とを取得する
　ことを特徴とする請求項５に記載の映像編集装置。
【請求項８】
　複数の素材映像データを編集して１個の番組データを生成する映像編集装置で用いられ
る映像編集方法あって、
　前記番組データは、複数個の編集映像データから構成されており、各編集映像データは
、前記複数の素材映像データのうちのいずれか１個の素材映像データを元にして生成され
た、前記素材映像データの全体又は部分の映像データであり、
　前記映像編集装置は、
　複数の素材映像データを編集して生成された１個の番組データを記憶し、前記番組デー
タを構成する各編集映像データに対応付けて編集優先順位情報を記憶している番組データ
記憶手段と、各素材映像データに対応付けて、前記素材映像データのうちの使用する映像
データの長さに応じた著作権の基本使用料と、著作権優先順位情報を記憶している使用料
記憶手段とを備え、
　前記映像編集方法は、
　前記使用料記憶手段に記憶されている各素材映像データに対応付けられた基本使用料を
用いて、前記番組データの著作権の総使用料を算出する算出ステップと、
　利用者より著作権の総使用料の限度額の入力を受け付ける限度額受付ステップと、
　前記算出ステップにより算出された前記番組データの著作権の総使用料と、入力が受け
付けられた限度額とを比較して、算出された総使用料が限度額より大きいか否かを判断す
る限度額判断ステップと、
　前記限度額判断ステップにて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に
、その旨を示す警告を利用者に対して出力する警告ステップと、
　前記番組データ記憶手段に記憶されている前記番組データを構成する前記複数個の編集
映像データに対応する編集優先順位情報と、前記編集映像データの元になった素材映像デ
ータに対応する著作権優先順位情報とに基づいて、前記番組データ記憶手段に記憶されて
いる前記番組データを構成する前記複数個の編集映像データの中から再編集対象の編集映
像データを選択し、前記選択した編集映像データの一部を削除することで再編集を行う映
像再編集ステップとを含み、
　前記限度額判断ステップにて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に
、
　前記映像再編集ステップは、再編集対象の編集映像データを選択し、前記選択した編集
映像データの一部を削除して再編集後の番組データを生成し、
　前記算出ステップは、前記映像再編集ステップが生成した前記再編集後の番組データの
著作権の総使用料を算出し、
　前記警告ステップは、前記映像再編集手段が処理した前記編集映像データを示す情報と
、前記再編集後の番組データの総使用料を出力する
　ことを特徴とする映像編集方法。
【請求項９】
　複数の素材映像データを編集して１個の番組データを生成する映像編集装置で用いられ
る映像編集プログラムを記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体あって、
　前記番組データは、複数個の編集映像データから構成されており、各編集映像データは
、前記複数の素材映像データのうちのいずれか１個の素材映像データを元にして生成され
た、前記素材映像データの全体又は部分の映像データであり、
　前記映像編集装置は、
　複数の素材映像データを編集して生成された１個の番組データを記憶し、前記番組デー
タを構成する各編集映像データに対応付けて編集優先順位情報を記憶している番組データ
記憶手段と、各素材映像データに対応付けて、前記素材映像データのうちの使用する映像
データの長さに応じた著作権の基本使用料と、著作権優先順位情報を記憶している使用料
記憶手段とを備え、
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　前記映像編集プログラムは、
　前記使用料記憶手段に記憶されている各素材映像データに対応付けられた基本使用料を
用いて、前記番組データの著作権の総使用料を算出する算出ステップと、
　利用者より著作権の総使用料の限度額の入力を受け付ける限度額受付ステップと、
　前記算出ステップにより算出された前記番組データの著作権の総使用料と、入力が受け
付けられた限度額とを比較して、算出された総使用料が限度額より大きいか否かを判断す
る限度額判断ステップと、
　前記限度額判断ステップにて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に
、その旨を示す警告を利用者に対して出力する警告ステップと、
　前記番組データ記憶手段に記憶されている前記番組データを構成する前記複数個の編集
映像データに対応する編集優先順位情報と、前記編集映像データの元になった素材映像デ
ータに対応する著作権優先順位情報とに基づいて、前記番組データ記憶手段に記憶されて
いる前記番組データを構成する前記複数個の編集映像データの中から再編集対象の編集映
像データを選択し、前記選択した編集映像データの一部を削除することで再編集を行う映
像再編集ステップとを含み、
　前記限度額判断ステップにて前記総使用料が前記限度額より大きいと判断される場合に
、
　前記映像再編集ステップは、再編集対象の編集映像データを選択し、前記選択した編集
映像データの一部を削除して再編集後の番組データを生成し、
　前記算出ステップは、前記映像再編集ステップが生成した前記再編集後の番組データの
著作権の総使用料を算出し、
　前記警告ステップは、前記映像再編集手段が処理した前記編集映像データを示す情報と
、前記再編集後の番組データの総使用料を出力する
　ことを特徴とする映像編集プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像データの編集を行う技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ディジタル形式で記録された映像を再生・録画する映像再生・録画装置が普及し始
めている。
テレビジョン学会誌（現映像情報メディア学会誌、１９９６年８月号ｐｐ２６～２９）に
よると、編集情報記憶部、編集情報作成部、映像データ記憶部、映像再生部を備え、複数
の映像をつなぎ合わせて再生する映像再生装置が開示されている。
【０００３】
映像音響素材については、その素材に対して、制作者に関する著作権、演技者に対する著
作権など、様々な著作権が認められている。このため、これら著作権の認められる素材を
用いて制作した映像を、放送し、又は記録媒体に記録して頒布し若しくは販売しようとす
る場合には、著作権保持者に対して著作物使用の許諾を得たり、著作物の使用料に相当す
る料金を著作権保持者に対して支払う必要がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
これにともない、番組制作者の間では、前記映像再生装置を使用した番組の編集中にこれ
らの使用映像素材に支払うべき著作権使用料を見積もりつつ、番組を制作したいという要
望が高まってきている。
本発明は、使用する著作物の著作権使用料を見積もりながら、編集作業を進めることの出
来る映像編集装置、映像編集方法及び記録媒体を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を達成するために、本発明は、複数の素材映像データを編集して１個の番組デー
タを生成する映像編集装置であって、複数の素材映像データを編集して生成された１個の
番組データを記憶している番組データ記憶手段と、各素材映像データに対応付けて著作権
の基本使用料を記憶している使用料記憶手段と、前記使用料記憶手段に記憶されている各
素材映像データに対応付けられた基本使用料を用いて、前記番組データの著作権の総使用
料を算出する算出手段とを備えることを特徴とする。
【０００６】
ここで、前記映像編集装置は、さらに、利用者より著作権の総使用料の限度額の入力を受
け付ける限度額受付手段と、前記算出手段により算出された前記番組データの著作権の総
使用料と、入力が受け付けられた限度額とを比較して、算出された総使用料が限度額より
大きいか否かを判断する限度額判断手段と、前記限度額判断手段により、総使用料が限度
額より大きいと判断される場合に、その旨を示す警告を利用者に対して出力する警告手段
とを含むように構成してもよい。
【０００７】
ここで、前記番組データ記憶手段に記憶されている前記番組データは、複数個の編集映像
データから構成されており、各編集映像データは、前記複数の素材映像データのうちのい
ずれか１個の素材映像データを元にして生成され、前記素材映像データの全体又は部分の
映像データであり、前記使用料記憶手段は、素材映像データのうちの使用する映像データ
の長さに応じた著作権の基本使用料を記憶しており、前記算出手段は、前記番組データを
構成する編集映像データ毎に、前記編集映像データの元の素材映像データに対応付けて記
憶されている前記著作権の基本使用料を用いて、前記編集映像データの長さに応じて、前
記編集映像データの著作権の使用料を算出し、編集映像データ毎に算出した著作権の使用
料を合計して前記番組データの著作権の総使用料を算出するように構成してもよい。
【０００８】
ここで、前記映像編集装置は、さらに、前記番組データ記憶手段に記憶されている前記複
数個の編集映像データのいずれかについて、編集映像データの一部を削除する映像再編集
手段と、前記限度額判断手段により、著作権の総使用料が限度額より大きいと判断される
場合に、算出された前記著作権の総使用料が、入力が受け付けられた限度額を超えないよ
うになるまで、前記映像再編集手段、算出手段及び限度額判断手段に対して、編集映像デ
ータの一部の削除、著作権の総使用料の算出、及び限度額の判断を繰り返すように制御す
る繰返制御手段とを含むように構成してもよい。
【０００９】
ここで、素材映像データは、複数の部分映像データから構成され、前記番組データ記憶手
段に記憶されている各編集映像データは、素材映像データを構成する複数の部分映像デー
タから選択されたいくつかの部分映像データから構成され、前記使用料記憶手段は、各素
材映像データを構成する部分映像データ毎に、使用する際に削除が可能か否かを示す削除
可否情報を対応付けて記憶しており、前記映像再編集手段は、編集映像データを構成する
部分映像データのうち、削除が可能であること示す削除可否情報が対応付けられて記憶さ
れている部分映像データの一部を削除するように構成してもよい。
【００１０】
ここで、前記映像編集装置は、素材映像データが使用された場合に著作権の使用料に相当
する課金情報を受信する課金管理装置に通信回線を介して接続され、さらに、前記算出手
段により算出された番組データの著作権の総使用料に相当する課金情報を通信回線を介し
て前記課金管理装置へ送信する課金情報通信手段を含むように構成してもよい。
【００１１】
ここで、素材映像データ毎に、素材映像データを使用するための１以上の利用条件が設定
されており、前記使用料記憶手段に記憶されている素材映像データ毎の著作権の基本使用
料は、素材映像データの利用条件に対応づけて値を有し、前記算出手段は、利用者より番
組データを使用するための利用条件の入力を受け付ける利用条件受付手段と、入力を受け
付けた利用条件に対応する著作権の基本使用料を前記使用料記憶手段から読み出し、読み
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出した著作権の基本使用料を用いて、前記番組データの著作権の総使用料を算出する使用
料算出手段とを含むように構成してもよい。
【００１２】
ここで、前記利用条件は、素材映像データの利用形態、素材映像データの利用時のセキュ
リティレベル、素材映像データの作成時点からの経過時間又は素材映像データの画質であ
り、前記使用料記憶手段に記憶されている素材映像データ毎の著作権の基本使用料は、素
材映像データの利用形態、素材映像データの利用時のセキュリティレベル、素材映像デー
タの作成時点からの経過時間又は素材映像データの画質に対応づけて値を有し、前記利用
条件受付手段は、番組データの利用形態、番組データの利用時のセキュリティレベル、素
材映像データの作成時点からの経過時間又は素材映像データの画質の入力を受け付け、前
記使用料算出手段は、入力を受け付けた番組データの利用形態、番組データの利用時のセ
キュリティレベル、素材映像データの作成時点からの経過時間又は素材映像データの画質
に対応する著作権の基本使用料を前記使用料記憶手段から読み出すように構成してもよい
。
【００１３】
ここで、前記映像編集装置は、さらに、外部から素材映像データに対応付けられた著作権
の基本使用料を取得し、前記使用料記憶手段に取得した素材映像データに対応付けられた
著作権の基本使用料を書き込む情報取得手段を含むように構成してもよい。
ここで、前記映像編集装置は、素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用料を示
す著作権情報を供給する著作権情報供給装置に通信回線を介して接続され、前記情報取得
手段は、前記著作権情報供給装置から素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用
料を取得するように構成してもよい。
【００１４】
ここで、可搬可能な記録媒体は、素材映像データに対応付けられた著作権の基本使用料を
示す著作権情報を予め記録しており、前記情報取得手段は、前記記録媒体から素材映像デ
ータに対応付けられた著作権の基本使用料を取得するように構成してもよい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明に係る１の実施の形態としての映像編集装置１０について説明する。
１．映像編集装置１０の構成
映像編集装置１０は、図１に示すように、編集情報作成部１０１、編集情報記憶部１０２
、映像再生部１０３、映像データ記憶部１０４、著作権情報記憶部１０５、再編集部１０
６、再編集情報記憶部１０７、使用料算出部１０８、使用料記憶部１０９、映像素材表示
部１１０、限度額判定部１１１、使用料情報送受信部１１２、著作権情報更新部１１３、
利用条件記憶部１１４、利用条件入力部１１５、設定記憶部１１６、設定入力部１１７及
び制御部１１８から構成されている。
【００１６】
映像編集装置１０は、具体的には、図２に示すように、キーボード、マウス、編集パッド
、ＲＡＭ、媒体入力部、ハードディスクユニット、マイクロプロセッサ、ディスプレイユ
ニット、スピーカ、通信ユニット及び内部バスから構成されている。キーボード、マウス
、編集パッド、ＲＡＭ、媒体入力部、ハードディスクユニット、マイクロプロセッサ、デ
ィスプレィユニット、スピーカ及び通信ユニットは、内部バスを介して接続されている。
また、通信ユニットは、ネットワークバスを介して外部の装置と接続されている。ハード
ディスクユニットは、コンピュータプログラムを記憶しており、前記コンピュータプログ
ラムに従って前記マイクロプロセッサが動作することにより、映像編集装置１０を構成す
る編集情報作成部１０１、映像再生部１０３、再編集部１０６、使用料算出部１０８、映
像素材表示部１１０、限度額判定部１１１、使用料情報送受信部１１２、著作権情報更新
部１１３、利用条件入力部１１５、設定入力部１１７及び制御部１１８は、その機能を達
成する。
【００１７】
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利用者は、ディスプレィユニットに表示された時間軸エディタ上において、表示された素
材の映像データをドラッグアンドドロップすることにより番組の編集を行う。編集した結
果は、ディスプレィユニット、又は映像編集装置１０に別途接続されるモニタなどにより
確認する。ディスプレィユニットに著作物の利用形態や、現在支払うべき著作権使用料が
表示される。
（１）映像データ記憶部１０４
映像データ記憶部１０４は、具体的には、ハードディスクユニットから構成され、図３に
一例として示すように、デジタルの動画像の映像信号及び音声信号が圧縮され符号化され
た映像データと当該映像データを識別するための映像データ識別子とが対応付けられた組
をあらかじめ１個以上記憶している。ここで、各映像データは、代表画像データを含む。
（２）制御部１１８
制御部１１８は、映像編集装置１０の起動直後の初期処理として、メニュー部、映像出力
画面部、利用条件部、時間軸エディタ部、著作権使用料部、メッセージ部を含む表示画面
２００を生成する。ここで、メニュー部は、選択肢として「映像編集」、「利用条件」、
「使用料算出」、「使用料情報送信」、「著作権情報更新」、「その他の設定」及び「終
了」を含む。時間軸エディタ部は、再編集前部と再編集後部とを含み、時間軸を表示する
。著作権使用料部は、現在の著作権使用料表示部と再編集後の著作権使用料表示部とを含
む。次に、制御部１１８は、生成した表示画面２００を表示し、次に、映像素材表示部１
１０に対して映像素材を表示するよう指示する。
【００１８】
表示画面２００の一例を図４に示す。この図に示すように、表示画面は、メニュー部２０
１、映像出力画面部２０２、映像素材部２０３ａ、利用条件部２０４、時間軸エディタ部
２０５、著作権使用料部２０６及びメッセージ部２０７を含む。
制御部１１８は、利用者からメニュー部に表示されている選択肢の選択を受け付ける。受
け付けた選択肢が、「映像編集」、「利用条件」、「使用料算出」、「使用料情報送信」
、「著作権情報更新」及び「その他の設定」である場合に、制御部１１８は、それぞれ、
編集情報作成部１０１、利用条件入力部１１５、使用料算出部１０８、使用料情報送受信
部１１２、著作権情報更新部１１３及び設定入力部１１７に対して、処理を開始するよう
に指示を出力する。
【００１９】
受け付けた選択肢が、「終了」である場合には、制御部１１８は、映像編集装置１０の処
理を終了する。
（３）設定記憶部１１６
設定記憶部１１６は、具体的には、ＲＡＭから構成され、映像素材表示モードを記憶する
領域を備えている。
【００２０】
映像素材表示モードは、映像素材部に、映像素材を著作権料を含めて表示するか、または
著作権料を含めず表示するかを示す。
設定記憶部１１６は、映像編集装置１０の起動直後には、著作権料を含めず表示する映像
素材表示モードを記憶している。
著作権料を含まない映像素材部の一例は、図４に示している通りであり、また、著作権料
を含む映像素材部の一例は、図５に示している通りである。
（４）設定入力部１１７
設定入力部１１７は、制御部１１８から指示を受け取り処理を開始する。
【００２１】
設定入力部１１７は、利用者から映像素材表示モードの入力を受け付け、受け付けた映像
素材表示モードを設定記憶部１１６に書き込む。
（５）著作権情報記憶部１０５
著作権情報記憶部１０５は、具体的には、ハードディスクユニットから構成され、図６及
び図７に一例として示すように、著作権情報テーブル３３１と著作権者優先順位テーブル
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３４１とをあらかじめ有している。
（著作権情報テーブル３３１）
著作権情報テーブル３３１は、映像データ記憶部１０４に記憶されている各映像データに
ついて、著作権に関する情報を有するデータテーブルである。
【００２２】
著作権情報テーブル３３１は、映像データ識別子、対象開始点、対象終了点、暗号化有無
、利用形態、画質、鮮度、著作権基本使用料、著作権保持者及び支払先から構成される著
作権情報を１個以上含んでいる。
映像データ識別子は、映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データを識別するた
めの識別子である。
【００２３】
対象開始点及び対象終了点は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別さ
れる映像データのうちの１区間を特定するためのものであり、対象開始点は、前記区間の
始点を示し、対象終了点は、前記区間の終点を示す。始点及び終点は、それぞれ、時、分
、秒及びフレーム番号により構成されている。例えば、「０１：１０：１０：５０」は、
映像データの開始時点から、１時間１０分１０秒後の第５０フレームを示す。
【００２４】
なお、映像編集の世界では、再生を開始する位置をＩＮ点と呼び、再生を終了する位置を
ＯＵＴ点と呼ぶ。
暗号化有無は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像データ
を外部へ提供する際に、当該映像データを暗号化して提供する場合、又は暗号化しないで
提供する場合を示している。「あり」は、暗号化して提供する場合を示し、「なし」は、
暗号化しないで提供する場合を示している。
【００２５】
利用形態は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像データを
外部に提供する際における提供の形態を示している。利用形態には、「販売」、「放送」
及び「Ｗｅｂ配信」などが含まれる。「販売」、「放送」及び「Ｗｅｂ配信」は、それぞ
れ、映像データを販売し、放送し、インターネットを介して配信することを示している。
「販売」は、さらに、当該映像データをＤＶＤに記録して販売することを示す「ＤＶＤ販
売」、ＶＨＳテープに記録して販売することを示す「ＶＨＳ販売」など含む。また、「放
送」は、視聴者より料金を徴収する「有料放送」、視聴者より料金を徴収しない「無料放
送」などを含む。
【００２６】
画質は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像データを提供
する際における、当該映像データの画質を示す。画質は、「高」、「中」及び「低」の３
種類を含む。「高」は、画質が高いことを示し、「中」は、画質が中程度であることを示
し、「低」は、画質が低いことを示している。
鮮度は、例えば、記録されている映像素材の制作日時と放送予定日時との差分より求めら
れるものである。
【００２７】
著作権基本使用料は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像
データ内において、同じ著作権情報に含まれる対象開始点と対象終了点により示される区
間について、同じ著作権情報に含まれる暗号化有無、利用形態、画質及び鮮度により定ま
る著作権の基本使用料を示している。著作権の使用料の算出方法には、映像が使用される
時間に応じて使用料を算出する従量制と、映像が使用される時間に関係なく固定の使用料
とする固定制とがある。図６に示す例において、一例として、「３円／秒」は、従量制に
よる基本使用料を示しており、映像を１秒間、使用する毎に３円を使用料として算出する
ことを示している。また、「２００円」は、映像を使用する時間に関係なく、使用料は２
００円であることを示している。
【００２８】
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著作権保持者は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像デー
タ内で、同じ著作権情報に含まれる対象開始点と対象終了点により示される区間について
、著作権を有している者を示す。
支払先は、同じ著作権情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像データ内で
、同じ著作権情報に含まれる対象開始点と対象終了点により示される区間について、著作
権使用料を支払う相手先を示す。
【００２９】
著作権情報は、映像データ記憶部１０４に記憶されたそれぞれの映像データに対して用意
され、映像データが作成された際や録画された際に併せて著作権情報記憶部１０５に記憶
される。
例えば、図６に示すような著作権情報が著作権情報テーブル３３１内に記憶されている場
合、暗号化あり、販売目的、画質高、制作から年内に利用する場合、Ｓｃｅｎｅ０１．ａ
ｖｉという映像データ識別子で映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データにつ
いては、０分０秒めから３０分０秒めまでの映像を利用することに対し、○本△夫の保持
する著作権を利用することになり、１秒利用するごとに３円を●●協会に支払う必要があ
り、４５分０秒めから１時間０秒めまでの映像を利用することに対し、×田◇明の保持す
る著作権を利用することになり、１秒利用するごとに３円を×田◇明に支払う必要があり
、０分０秒めから１時間０秒めまでの映像を利用することに対し、（株）◆◆◆の保持す
る著作権を利用することになり、利用時間に関係なく２００円を（株）◆◆◆に支払う必
要があることを意味している。
【００３０】
また、暗号化なし、販売目的、画質高、制作から年内に利用する場合、Ｓｃｅｎｅ０１．
ａｖｉという映像データ識別子で映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データに
ついては、０分０秒めから３０分０秒めまでの映像を利用することに対し、○本△夫の保
持する著作権を利用することになり、１秒利用するごとに３０円を●●協会に支払う必要
があり、４５分０秒めから１時間０秒めまでの映像を利用することに対し、×田◇明の保
持する著作権を利用することになり、１秒利用するごとに３０円を×田◇明に支払う必要
があり、０分０秒めから１時間０秒めまでの映像を利用することに対し、（株）◆◆◆の
保持する著作権を利用することになり、利用時間に関係なく２０００円を（株）◆◆◆に
支払う必要があることを意味している
これは、例えば、（株）◆◆◆が作成した映像の中で、０分０秒めから３０分０秒めまで
は○本△夫が、４５分０秒目から１時間０秒目までは×田◇明がそれぞれ演技者として出
演しており、（株）◆◆◆、○本△夫、×田◇明のそれぞれに著作権（具体的には、著作
隣接権）が発生しているような場合である。
【００３１】
また、図６の著作権情報中には、映像データ識別子Ｓｃｅｎｅ０２．ａｖｉに対する著作
権情報が含まれていない。これは、Ｓｃｅｎｅ０２．ａｖｉには著作権が発生していない
、又はＳｃｅｎｅ０２．ａｖｉはパブリックドメインにあることを意味している。もちろ
ん、支払先＝なし、著作権使用料＝０円という著作権情報を持っているとしてもよい。
（著作権者優先順位テーブル３４１）
著作権者優先順位テーブル３４１は、映像データ記憶部１０４に記憶されている各映像デ
ータ内の様々な区間の映像データについて、著作権者の意志に基づいて、映像データが編
集される際に、各区間の映像データの削除が可能であるか否かを示すデータテーブルであ
る。
【００３２】
著作権者優先順位テーブル３４１は、映像データ識別子、対象開始点、対象終了点及び著
作権者優先順位から構成される著作権者優先順位情報を１個以上含んでいる。
映像データ識別子は、映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データを識別するた
めの識別子である。
【００３３】
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対象開始点及び対象終了点は、著作権情報テーブル３３１に含まれる対象開始点及び対象
終了点と同様に、同じ著作権者優先順位に含まれる映像データ識別子により識別される映
像データのうちの１区間を特定するためのものである。
著作権者優先順位は、当該映像データが編集される際に、著作権者の意志に基づいて、同
じ著作権者優先順位に含まれる対象開始点及び対象終了点により特定される区間の映像デ
ータが削除が可能であるか、又は否かを示す。また、削除が可能であるとする場合におい
て、削除する場合の優先順位を示す。このとき、より低い数字の優先順位に対応する区間
の映像データを削除すべきである。例えば、映像データが、優先順位「０」の区間の映像
データ及び優先順位「１」の区間の映像データを含む場合に、優先順位「１」の区間の映
像データよりも、優先順位「０」の区間の映像データを削除しなければならない。
（６）著作権情報更新部１１３
著作権情報更新部１１３は、制御部１１８から指示を受け取り、処理を開始する。
【００３４】
著作権情報更新部１１３は、具体的には、媒体入出力部と通信ユニットとを含み、ＣＤ－
ＲＯＭなどの記録媒体に記録されている著作権情報及び著作権者優先順位情報を当該記録
媒体から読み出し、また、外部の装置からネットワークバスを介して著作権情報及び著作
権者優先順位情報を取得する。ここで、前記著作権情報及び前記著作権者優先順位情報は
、著作権情報記憶部１０５が有する著作権情報テーブル３３１及び著作権者優先順位テー
ブル３４１に含まれる著作権情報及び著作権者優先順位情報と同様の情報である。著作権
情報更新部１１３は、読み出した又は取得した著作権情報及び著作権者優先順位情報に基
づいて、著作権情報記憶部１０５が有する著作権情報テーブル３３１及び著作権者優先順
位テーブル３４１を更新する。
（７）映像素材表示部１１０
映像素材表示部１１０は、制御部１１８から指示を受け取り、受け取った指示に基づいて
、映像素材部の枠を生成し、生成した枠を表示する。
【００３５】
また、映像素材表示部１１０は、設定記憶部１１６から映像素材表示モードを読み出す。
次に、映像素材表示部１１０は、読み出した前記映像素材表示モードが、著作権料を含め
ずに表示することを示す場合には、映像データ記憶部１０４から各映像データの代表画像
データと映像データ識別子との組を読み出し、読み出した代表画像データを復号して代表
画像を生成し、生成した代表画像と映像データ識別子との組を対応付けて、前記映像素材
部内に表示する。
【００３６】
ここで、映像素材部の一例を図４に示す。図４において、映像素材部２０３ａは、代表画
像と映像データ識別子との組を対応付けて表示している。
また、映像素材表示部１１０は、読み出した映像素材表示モードが、著作権料を含めて表
示することを示す場合には、映像データ記憶部１０４から各映像データの代表画像データ
と映像データ識別子との組を読み出し、読み出した代表画像データを復号して代表画像を
生成し、生成した代表画像と映像データ識別子との組を対応付けて、前記映像素材部内に
表示する。さらに、前記各組に含まれる映像データ識別子と同じ映像データ識別子を含む
１以上の著作権情報を著作権情報テーブル３３１から読み出し、読み出した著作権情報の
うち、利用条件テーブル３５１に含まれる利用条件情報を含むものを抽出する。次に、抽
出された著作権情報に含まれる対象開始点と対象終了点と著作権基本使用料とを前記映像
素材部内に各組に対応付けて表示する。
【００３７】
さらに、映像素材表示部１１０は、前記各組に含まれる映像データ識別子と同じ映像デー
タ識別子を含む編集区間情報を編集情報テーブル３１１から読み出し、読み出した編集区
間情報に含まれる再生開始点と再生終了点とを、前記映像素材部内に各組に対応付けて表
示する。
ここで、映像素材部の一例を図５に示す。図５において、映像素材部２０３ｂは、代表画
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像と、映像データ識別子と、著作権基本使用料の対象開始点、対象終了点及び著作権基本
使用料と、編集区間情報に含まれる再生開始点及び再生終了点とからなる組を対応付けて
表示している。
（８）編集情報記憶部１０２
編集情報記憶部１０２は、具体的には、ハードディスクユニットから構成され、図８及び
図９に一例として示すように、編集情報テーブル３１１と編集者優先順位テーブル３２１
とをあらかじめ有している。
（編集情報テーブル３１１）
編集情報テーブル３１１は、ＩＤと映像データ識別子と再生開始点と再生終了点から構成
される編集区間情報を１個以上記憶する領域を備えている。
【００３８】
ＩＤは、各編集区間情報を識別するための識別子である。
映像データ識別子は、映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データを識別するた
めの識別子である。
再生開始点及び再生終了点は、著作権情報テーブル３３１に含まれる対象開始点及び対象
終了点と同様に、同じ編集区間情報に属する映像データ識別子により識別される映像デー
タのうちの１区間を特定するためのものである。
（編集者優先順位テーブル３２１）
編集者優先順位テーブル３２１は、著作権者優先順位テーブル３４１と同様に、編集情報
テーブル３１１内の編集区間情報に含まれる映像データ識別子により識別される映像デー
タのうち、再生開始点と再生終了点により特定される区間の映像データについて、編集者
の意志に基づいて、当該映像データを編集する際に、当該区間の映像データが削除が可能
であるか、又は否かを示すデータテーブルである。
【００３９】
編集者優先順位テーブル３２１は、ＩＤ、映像データ識別子、対象開始点、対象終了点及
び編集者優先順位から構成される編集者優先順位情報を１個以上記憶する領域を備えてい
る。
ＩＤ及び映像データ識別子は、編集情報テーブル３１１に含まれるＩＤ及び映像データ識
別子と同じである。
【００４０】
対象開始点及び対象終了点は、著作権情報テーブル３３１に含まれる対象開始点及び対象
終了点と同様に、同じ編集者優先順位情報に含まれる映像データ識別子により識別される
映像データのうちの１区間を特定するためのものである。
編集者優先順位は、著作権者優先順位と同様に、編集者の意志に基づいて、同じ組に含ま
れる対象開始点及び対象終了点により特定される区間の映像データが削除が可能であるか
、又は否かを示す。また、削除が可能であるとする場合において、削除する場合の優先順
位を示す。このとき、より低い数字の優先順位に対応する区間の映像データを削除すべき
である。
（９）編集情報作成部１０１
編集情報作成部１０１は、制御部１１８から指示を受け取り、処理を開始する。
【００４１】
編集情報作成部１０１は、利用者から、映像素材部２０３ａに表示されている代表画面と
映像データ識別子とを含む複数個の組の中から、映像素材として１個の映像データを識別
する映像データ識別子を受け付ける。次に、利用者から、当該映像データの再生開始点と
再生終了点とを受け付け、これらを識別するＩＤを生成し、生成したＩＤと映像データ識
別子と再生開始点と再生終了点とから構成される組を編集情報記憶部１０２が有する編集
情報テーブル３１１へ書き込む。
【００４２】
次に、編集情報作成部１０１は、前記映像データ識別子により識別される映像データの代
表画面データを映像データ記憶部１０４から取得し、取得した映像データを復号して代表
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画面を生成し、前記再生開始点と前記再生終了点と示す区切りを時間軸に合わせて時間軸
エディタ部内の再編集前部内に表示し、前記再生開始点と再生終了点を示す区切りの間に
おいて、前記生成した代表画面を表示する。
【００４３】
次に、編集情報作成部１０１は、使用料算出部１０８に対して著作権使用料の合計の算出
をするように指示を出力する。
また、編集情報作成部１０１は、前記受け付けた映像データ識別子毎に、対象開始点と対
象終了点と編集者優先順位とからなる１個以上の組を利用者から受け付け、前記ＩＤと、
前記受け付けた映像データ識別子と、受け付けた組とを編集者優先順位テーブル３２１へ
書き込む。
【００４４】
編集情報作成部１０１は、上記の映像データ識別子の受け付け、編集情報テーブル３１１
への書き込み、時間軸エディタ部への表示及び著作権使用料の合計の算出指示、編集者優
先順位の受け付け及び書き込みを、映像データ識別子の受け付けが終了するまで、繰り返
す。
また、編集情報作成部１０１は、編集情報テーブル３１１に書き込んだ映像データ識別子
により識別される映像データの中の１時点を利用者から受け付け、当該１時点を含む映像
データを識別する映像データ識別子とその時点とを映像再生部１０３へ出力する。
（１０）映像再生部１０３
映像再生部１０３は、映像データ識別子とその映像データ内の１時点とを編集情報作成部
１０１から受け取り、受け取った映像データ識別子により識別される映像データを映像デ
ータ記憶部１０４から読み出し、読み出した映像データのうち、前記受け取った１時点か
ら映像データを復号して動画像と音声を含む映像を生成し、生成した動画像を映像出力画
面部へ表示し、生成した音声をスピーカへ出力する。
【００４５】
具体的には、映像再生部１０３が、図８に示す編集情報テーブル３１１従って再生を行う
と、まず、Ｓｃｅｎｅ０１．ａｖｉファイルの映像が、１０分０秒めから、４０分２５秒
めまで再生され、引き続きＳｃｅｎｅ０３．ａｖｉファイルの映像が、０分０秒めから、
１時間０分０秒めまで再生され、更に引き続き、Ｓｃｅｎｅ０２．ａｖｉファイルの映像
が、３２分０秒めから、５０分０秒めまで再生される。
（１１）利用条件記憶部１１４
利用条件記憶部１１４は、具体的には、ハードディスクユニットから構成され、図１０に
一例として示すように、利用条件テーブル３５１を有しており、映像データのセキュリテ
ィレベルや放送、販売などの利用目的などの利用条件についての情報を記憶するために用
いられる。
【００４６】
具体的には、利用条件テーブル３５１は、暗号化有無と、利用形態と、画質と、鮮度と、
放送日時と、限度額とから構成される利用条件情報を記憶する領域を備えている。
暗号化有無、利用形態、画質及び鮮度については、前述しているので、説明を省略する。
【００４７】
放送日時は、編集中の当該映像データが放送される日と時刻とを示している。限度額は、
編集中の当該映像データのために使用できる著作権使用料の最大額を示している。
（１２）利用条件入力部１１５
利用条件入力部１１５は、制御部１１８から指示を受け取り、処理を開始する。
【００４８】
利用条件入力部１１５は、利用者から、利用形態、暗号化有無、画質、鮮度、放送日時及
び限度額の入力を受け付ける。入力を受け付ける利用条件入力画面の一例を図１１に示す
。この図に示すように、利用条件入力画面２１０は、利用形態部２１１と、暗号化有無部
２１２と、画質部２１３と、鮮度部２１４と、放送日時部２１５と、限度額部２１６とか
ら構成されている。
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【００４９】
利用形態部２１１は、選択肢として、「ＤＶＤ販売」、「ＶＨＳ販売」、「有料放送」、
「無料放送」及び「Ｗｅｂ配信」を含んでおり、利用者はこれらの選択肢の中から１個の
選択肢を選ぶ。
暗号化有無部２１２は、選択肢として、「有」及び「無」を含んでおり、利用者はこれら
の選択肢の中から１個の選択肢を選ぶ。
【００５０】
画質部２１３は、選択肢として、「高」、「中」及び「低」を含んでおり、利用者はこれ
らの選択肢の中から１個の選択肢を選ぶ。
鮮度部２１４は、選択肢として、「年内」、「２００１年６月」及び「２００１年１２月
」を含んでおり、利用者はこれらの選択肢の中から１個の選択肢を選ぶ。
【００５１】
次に、利用条件入力部１１５は、入力を受け付けた利用形態、暗号化有無、画質、鮮度、
放送日時及び限度額を、利用条件記憶部１１４が有する利用条件テーブル３５１に書き込
む。
（１３）使用料算出部１０８
使用料算出部１０８は、制御部１１８及び再編集部１０６から指示を受け取り、処理を開
始する。
【００５２】
使用料算出部１０８は、図１２に示すように、内部にＲＡＭから構成される中間計算情報
テーブル３６１を有する。中間計算情報テーブル３６１は、素材名、対象開始点、対象終
了点、著作権基本使用料、著作権保持者、支払先、利用開始点及び利用終了点から構成さ
れる中間計算情報を１個以上格納する領域を備えている。
【００５３】
ここで、素材名は、映像データ記憶部１０４に記憶されている映像データを識別する識別
名である。対象開始点及び対象終了点は、同じ中間計算情報に含まれる素材名により識別
される映像データのうちの１区間を特定するためのものであり、著作権情報テーブル３３
１内の著作権情報に含まれる対象開始点及び対象終了点により特定される区間に対応して
いる。著作権基本使用料、著作権保持者及び支払先は、著作権情報テーブル３３１に含ま
れる著作権基本使用料、著作権保持者及び支払先と同様であるので、説明を省略する。利
用開始点及び利用終了点は、同じ中間計算情報に含まれる素材名により識別される映像デ
ータのうち、利用する映像データの利用区間を特定するためのものである。
【００５４】
使用料算出部１０８は、利用情報記憶部１４に記憶されている利用条件情報を読み出し、
編集情報記憶部１０２が有する編集情報テーブル３１１から１個ずつ編集区間情報を読み
出す。
次に、使用料算出部１０８は、著作権情報記憶部１０５が有する著作権情報テーブル３３
１から以下に示す条件１～条件５を全て満たす１以上の著作権情報を読み出す。
（条件１）読み出した前記編集区間情報内に含まれる映像データ識別子と、著作権情報に
含まれる映像データ識別子とが同一である。
（条件２）読み出した利用条件情報内に含まれる暗号化有無と、著作権情報に含まれる暗
号化有無とが同一である。
（条件３）読み出した利用条件情報内に含まれる利用形態と、著作権情報に含まれる利用
形態とが同一である。
（条件４）読み出した利用条件情報内に含まれる画質と、著作権情報に含まれる画質とが
同一である。
（条件５）読み出した利用条件情報内に含まれる鮮度と、著作権情報に含まれる鮮度とが
同一である。
【００５５】
次に、使用料算出部１０８は、読み出した前記著作権情報のそれぞれについて、前記編集
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区間情報に含まれる再生開始点及び再生終了点により特定される再生区間及び前記著作権
情報に含まれる対象開始点及び対象終了点により特定される対象区間の両方に含まれる区
間を利用区間として求め、利用区間の開始点である利用開始点と利用区間の終了点である
利用終了点とを算出する。
【００５６】
次に、使用料算出部１０８は、読み出した前記著作権情報のそれぞれについて、前記著作
権情報に含まれる映像データ識別子を素材名とし、前記素材名と、前記著作権情報に含ま
れる対象開始点と対象終了点と著作権基本使用料と著作権保持者と支払先と、前記算出さ
れた利用開始点と利用終了点とから構成される中間計算情報を中間計算情報テーブル３６
１に書き込む。
【００５７】
使用料算出部１０８は、編集情報記憶部１０２が有する編集情報テーブル３１１に含まれ
る全ての編集区間情報について、上記の処理を繰り返す。
次に、使用料算出部１０８は、中間計算情報テーブル３６１に含まれる中間計算情報毎に
、次に示すようにして、著作権使用料を算出する。
使用料算出部１０８は、中間計算情報に含まれる著作権基本使用量を元にして、基本使用
料が固定制であるか、従量制であるかを判断する。著作権基本使用料が固定制であること
を示す場合には、使用料算出部１０８は、著作権基本使用料を著作権使用料とする。著作
権基本使用料が従量制であることを示す場合には、使用料算出部１０８は、使用時間を次
の式により算出する。
【００５８】
使用時間＝利用終了点－利用開始点
次に、中間計算情報に含まれる著作権基本使用料に、算出した使用時間を乗じて著作権使
用料を算出する。
著作権使用料＝著作権基本使用料×使用時間
次に、使用料算出部１０８は、同じ支払先について著作権使用料を合計して総著作権使用
料を算出し、支払先毎に、支払先と総著作権使用料とから構成される使用料情報を使用料
記憶部１０９へ書き込む。
【００５９】
次に、使用料算出部１０８は、支払先毎に算出された総著作権使用料の合計を算出し、算
出した総著作権使用料の合計を表示画面２００の現在の著作権使用料部に表示する。
（１４）使用料記憶部１０９
使用料記憶部１０９は、具体的には、ＲＡＭから構成され、図１３に一例として示すよう
に、支払先と総著作権使用料とから構成される使用料情報を１個以上記憶する領域を備え
ている。
【００６０】
支払先と総著作権使用料とについては、上述のとおりである。
（１５）使用料情報送受信部１１２
使用料情報送受信部１１２は、制御部１１８から指示を受け取り、処理を開始する。
使用料情報送受信部１１２は、使用料記憶部１０９から使用料情報を全て読み出し、読み
出した使用料情報をネットワークバスを介して、外部の著作権使用料支払先の装置へ送信
する。
【００６１】
また、使用料情報送受信部１１２は、前記著作権使用料支払先の装置から送信した前記使
用料情報を受け取った旨のメッセージを受信する。
（１６）再編集情報記憶部１０７
再編集情報記憶部１０７は、具体的には、ＲＡＭから構成され、図１４に示すように、再
編集情報テーブル３８１を有している。
【００６２】
再編集情報テーブル３８１は、ＩＤと映像データ識別子と対象開始点と対象終了点と再編
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集開始点と再編集終了点と著作権者優先順位と編集者優先順位とから構成される再編集区
間情報を１個以上記憶する領域を含む。
ＩＤ、映像データ識別子、対象開始点及び対象終了点は、それぞれ編集情報テーブル３１
１の編集区間情報に含まれるＩＤ、映像データ識別子、対象開始点及び対象終了点ＩＤと
同じである。
【００６３】
再編集開始点及び再編集終了点は、同じ再編集区間情報に含まれる映像データ識別子によ
り識別される映像データの１区間を示す。
著作権者優先順位及び編集者優先順位は、それぞれ著作権情報記憶部１０５が有する著作
権者優先順位テーブル３４１に含まれる著作権者優先順位及び編集情報記憶部１０２が有
する編集者優先順位テーブル３２１に含まれる編集者優先順位と同じである。
（１７）再編集部１０６
再編集部１０６は、限度額判定部１１１から指示を受け取り、処理を開始する。
【００６４】
再編集部１０６は、編集情報記憶部１０２が有する編集情報テーブル３１１から全ての編
集区間情報を読み出し、読み出した編集区間情報を再編集区間情報として、再編集情報記
憶部１０７が有する再編集情報テーブル３８１に書き込む。このとき、各再編集区間情報
に含まれる再編集開始点、再編集終了点、著作権者優先順位及び編集者優先順位は、空白
としておく。
【００６５】
次に、再編集部１０６は、以下に示すようにして、再編集情報テーブル３８１中の各再編
集区間情報に、再編集開始点と再編集終了点と著作権優先順位と編集者優先順位とから構
成される組を付加する。
再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１から１個の再編集区間情報を読み出し、読
み出した再編集区間情報に含まれる対象開始点及び対象終了点により特定される対象区間
を、著作権者優先順位テーブル３４１内の同じ映像データ識別子を含む著作権者優先順位
情報に含まれる対象開始点及び対象終了点により特定される１以上の対象区間により、分
割し、１以上の再編集区間を生成する。
【００６６】
さらに、再編集部１０６は、生成された前記再編集区間を、編集者優先順位テーブル３２
１内の同じ映像データ識別子を含む編集者優先順位情報に含まれる対象開始点及び対象終
了点により特定される１以上の対象区間により、分割し、１以上の再編集区間を生成する
。
再編集部１０６は、次に、生成された各再編集区間に対して、著作権者優先順位テーブル
３４１内の著作権者優先順位と編集者優先順位テーブル３２１内の編集者優先順位とを対
応づけ、このようにして生成された前記再編集区間を特定するための再編集開始点と再編
集終了点とを生成する。次に、再編集開始点と再編集終了点と著作権者優先順位と編集者
優先順位とからなる組を１個以上、再編集情報テーブル３８１の再編集区間情報に対応付
けて書き込む。
【００６７】
再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１内の全ての再編集区間情報について、上記
処理を繰り返す。
こうして、再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１中の各再編集区間情報に、著作
権優先順位と編集者優先順位とを付加する。
次に、再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１内において、最も低い著作権者優先
順位を含む１以上の再編集区間情報を選択し、次に、選択された前記再編集区間情報の中
から、最も低い編集者優先順位を含む１以上の再編集区間情報を選択する。このとき、複
数の再編集区間情報が選択される場合には、再編集情報テーブル３８１内において、最初
に読み出される再編集区間情報を１個選択する。
【００６８】
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次に、再編集部１０６は、選択された再編集区間情報の再編集終了点から１分間を減じ、
１分間が減じられた再編集終了点を前記再編集区間情報に上書きし、使用料算出部１０８
に対して著作権使用料を算出するように指示する。
再編集部１０６は、限度額判定部１１１から、著作権使用料の総合計が限度額を超える旨
のメッセージを受け取り、このメッセージを受け取ると、上記と同様にして、選択された
再編集区間情報の再編集終了点から１分間を減じる。
【００６９】
再編集部１０６は、限度額判定部１１１から、著作権使用料の総合計が限度額を超えない
旨のメッセージを受け取り、このメッセージを受け取ると、再編集情報記憶部１０７の再
編集情報テーブル３８１に含まれる再編集情報を時間軸エディタ部２０５の、再編集後部
に表示する。表示の詳細については、再編集前部に表示する場合と同様である。
【００７０】
図５において、再編集前部に表示されている区間２０５ａは、削除された映像データを示
している。また、再編集後部において、区間２０５ａが削除された映像区間が表示されて
いる。
また、再編集部１０６は、総著作権使用料の総合計を算出し、表示画面２００の再編集後
の著作権使用料表示部に表示する。
【００７１】
次に、利用者に対して再編集情報テーブル３８１を編集情報テーブル３１１へ上書きして
もよいかどうかを問うメッセージを、表示画面２００のメッセージ部に表示し、利用者か
ら、上書きする、またはしない旨の応答を受け取り、上書きする旨の応答を受け取った場
合には、再編集情報テーブル３８１に含まれる全ての再編集情報区間のうち、ＩＤ、映像
データ識別子、再編集開始点及び再編集終了点から構成される各情報を、編集情報テーブ
ル３１１へＩＤ、映像出識別子、再生開始点及び再生終了点として上書きする。上書きし
ない旨の応答を受け取った場合には、上記の上書きを行わない。
（１８）限度額判定部１１１
限度額判定部１１１は、使用料記憶部１０９に記憶されている総著作権使用料の合計を算
出し、利用条件記憶部１１４から限度額を読み出し、算出した総著作権使用料の合計と、
読み出した限度額とを比較して、総著作権使用料の合計が、読み出した限度額より大きい
場合には、総著作権使用料の総合計が限度額を超える旨のメッセージ及び処理の開始の指
示を再編集部１０６へ出力する。
【００７２】
総著作権使用料の合計が、読み出した限度額より小さいか又は等しい場合には、総著作権
使用料の総合計が限度額を超えない旨のメッセージを再編集部１０６へ出力する。
２．映像編集装置１０の動作
映像編集装置１０の動作について説明する。
（１）映像編集装置１０全体の概要の動作
映像編集装置１０全体の概要の動作について、図１５に示すフローチャートを用いて説明
する。
【００７３】
映像編集装置１０が起動されると、制御部１１８は、映像編集装置１０の起動直後の初期
処理を行い（ステップＳ１０１）、次に、利用者からメニュー部に表示されている選択肢
の選択を受け付ける（ステップＳ１０２）。
受け付けた選択肢が、「映像編集」である場合に（ステップＳ１０３）、制御部１１８は
、編集情報作成部１０１に対して、処理を開始するように指示を出力し、編集情報作成部
１０１は、処理を行い（ステップＳ１０４）、次にステップＳ１０２へ戻る。
【００７４】
受け付けた選択肢が、「利用条件」である場合に（ステップＳ１０５）、制御部１１８は
、利用条件入力部１１５に対して、処理を開始するように指示を出力し、利用条件入力部
１１５は、処理を行い（ステップＳ１０６）、次にステップＳ１０２へ戻る。
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受け付けた選択肢が、「使用料算出」である場合に（ステップＳ１０７）、制御部１１８
は、使用料算出部１０８に対して、処理を開始するように指示を出力し、使用料算出部１
０８は、処理を行い（ステップＳ１０８）、次にステップＳ１０２へ戻る。
【００７５】
受け付けた選択肢が、「使用料情報送信」である場合に（ステップＳ１０９）、制御部１
１８は、使用料情報送受信部１１２に対して、処理を開始するように指示を出力し、使用
料情報送受信部１１２は、処理を行い（ステップＳ１１０）、次にステップＳ１０２へ戻
る。
受け付けた選択肢が、「著作権情報更新」である場合に（ステップＳ１１１）、制御部１
１８は、著作権情報更新部１１３に対して、処理を開始するように指示を出力し、著作権
情報更新部１１３は、処理を行い（ステップＳ１１２）、次にステップＳ１０２へ戻る。
【００７６】
受け付けた選択肢が、「その他の設定」である場合に（ステップＳ１１３）、制御部１１
８は、設定入力部１１７に対して、処理を開始するように指示を出力し、設定入力部１１
７は、処理を行い（ステップＳ１１４）、次にステップＳ１０２へ戻る。
受け付けた選択肢が、「終了」である場合に（ステップＳ１１５）、映像編集装置１０は
処理を終了する。そうでない場合に（ステップＳ１１５）、ステップＳ１０２へ戻って処
理を繰り返す。
（２）初期処理の動作
映像編集装置１０の初期処理の動作について、図１６に示すフローチャートを用いて説明
する。なお、当該初期処理の動作は図１５のステップＳ１０１に示す初期処理の詳細であ
る。
【００７７】
制御部１１８は、映像編集装置１０の起動直後の初期処理として、メニュー部、映像出力
画面部、利用条件部、時間軸エディタ部、著作権使用料部、メッセージ部を含む表示画面
２００を生成し、生成した表示画面２００を表示し（ステップＳ１３１）、次に、制御部
１１８は、映像素材表示部１１０に対して映像素材を表示するよう指示し、映像素材表示
部１１０は、制御部１１８から指示を受け取り、受け取った指示に基づいて、映像素材表
示部１１０は、設定記憶部１１６から映像素材表示モードを読み出し、映像データ記憶部
１０４から各映像データの代表画像データと映像データ識別子との組を読み出し（ステッ
プＳ１３２）、映像素材部の枠を表示し（ステップＳ１３３）、読み出した代表画像デー
タを復号して代表画像を生成し、生成した代表画像と映像データ識別子との組を対応付け
て、前記映像素材部内に表示し、さらに、前記各組に含まれる映像データ識別子と同じ映
像データ識別子を含む１以上の著作権情報を著作権情報テーブル３３１から読み出し、読
み出した著作権情報のうち、利用条件テーブル３５１に含まれる利用条件情報を含むもの
を抽出し、次に、抽出された著作権情報に含まれる対象開始点と対象終了点と著作権基本
使用料とを前記映像素材部内に各組に対応付けて表示する（ステップＳ１３４）。
（３）映像編集処理の動作
映像編集装置１０の映像編集処理の動作について、図１７に示すフローチャートを用いて
説明する。なお、当該映像編集処理の動作は図１５のステップＳ１０４に示す映像編集処
理の詳細である。
【００７８】
編集情報作成部１０１は、変数ＩＤに０を代入することにより初期する（ステップＳ１５
１）。
編集情報作成部１０１は、利用者から、映像素材部２０３ａに表示されている代表画面と
映像データ識別子とを含む複数個の組の中から、映像素材として１個の映像データを識別
する映像データ識別子を受け付ける（ステップＳ１５２）。ここで、映像素材の選択を終
了する指示を利用者から受け付けると（ステップＳ１５３）、編集情報作成部１０１は、
処理を終了する。
【００７９】
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次に、編集情報作成部１０１は、変数ＩＤに１の値を加算し（ステップＳ１５４）、次に
利用者から、当該映像データの再生開始点と再生終了点とを受け付け（ステップＳ１５５
）、前記変数ＩＤと映像データ識別子と再生開始点と再生終了点とから構成される組を編
集区間情報として編集情報記憶部１０２が有する編集情報テーブル３１１へ書き込む（ス
テップＳ１５６）。
【００８０】
次に、編集情報作成部１０１は、前記映像データ識別子により識別される映像データの代
表画面データを映像データ記憶部１０４から取得し、取得した映像データを復号して代表
画面を生成し、前記再生開始点と前記再生終了点と示す区切りを時間軸に合わせて時間軸
エディタ部内の再編集前部内に表示し、前記再生開始点と再生終了点を示す区切りの間に
おいて、前記生成した代表画面を表示し、編集情報作成部１０１は、使用料算出部１０８
に対して著作権使用料の合計の算出をするように指示を出力し、使用料算出部１０８は著
作権使用量の合計を算出し表示する（ステップＳ１５７）。
【００８１】
次に、編集情報作成部１０１は、対象開始点と対象終了点とからなる１個以上の組を利用
者から受け付け（ステップＳ１５８）、受け付けが終了していないなら（ステップＳ１５
９）、編集者優先順位を利用者から受け付け（ステップＳ１６０）、前記ＩＤと、前記受
け付けた映像データ識別子と、受け付けた対象開始点と対象終了点と編集者優先順位とを
編集者優先順位テーブル３２１へ書き込み（ステップＳ１６１）、ステップＳ１５８へ戻
って上記処理を繰り返す。
【００８２】
編集情報作成部１０１による受け付けが終了すると（ステップＳ１５９）、映像素材の基
本使用料の抽出が行われ（ステップＳ１６２）、支払先毎の総著作権使用料の算出が行わ
れ（ステップＳ１６３）、編集情報作成部１０１は、支払先毎の総著作権使用料を全て合
計して総合計を算出し（ステップＳ１６４）、算出した総合計を表示画面２００の著作権
使用料部２０６の現在の著作権使用料部に表示し（ステップＳ１６５）、次にステップＳ
１５２へ戻って処理を繰り返す。
（４）映像素材の基本使用料の抽出処理の動作
映像編集装置１０の映像素材の基本使用料の抽出処理の動作について、図１８及び図１９
に示すフローチャートを用いて説明する。なお、当該基本使用料の抽出処理の動作は図１
７のステップＳ１６２に示す基本使用料の抽出処理の詳細である。
【００８３】
使用料算出部１０８は、変数ｉを１の値で初期化する（ステップＳ６００）。次に、使用
料算出部１０８は、編集情報テーブル３１１のｉ番目の編集区間情報を読み出し（ステッ
プＳ６０１）、読出しが終了したならば（ステップＳ６０２）、処理を終了する。
読出しが終了していなければ（ステップＳ６０２）、使用料算出部１０８は、変数ｊを１
の値で初期化する（ステップＳ６０４）。次に、著作権情報テーブル３３１からｊ番目の
著作権情報を読み出し（ステップＳ６０５）、読出しが終了していれば（ステップＳ６０
６）、変数ｉに１の値を加算し（ステップＳ６１８）、次にステップＳ６０１へ戻って処
理を繰り返す。
【００８４】
読出しが終了していなければ（ステップＳ６０６）、使用料算出部１０８は、ｉ番目の編
集区間情報に含まれる映像データ識別子とｊ番目の著作権情報に含まれる映像データ識別
子とが一致するか否かを判断し、一致するなら（ステップＳ６０８）、ステップＳ６１９
へ制御を移す。
一致しないなら（ステップＳ６０８）、変数ｊに１の値を加算し（ステップＳ６１７）、
次にステップＳ６０５へ戻って処理を繰り返す。
【００８５】
次に、使用料算出部１０８は、読み出した編集区間情報に含まれる暗号化有無、利用形態
、画質及び鮮度が、それぞれ利用条件テーブル３５１に含まれる暗号化有無、利用形態、
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画質及び鮮度と一致するか否かを判断し、少なくとも１個が一致しない場合（ステップＳ
６１９）、ステップＳ６１７へ戻って処理を繰り返す。
【００８６】
全ての項目が一致する場合（ステップＳ６１９）、使用料算出部１０８は、読み出した前
記編集区間情報に含まれる再生開始点ＩＮと、読み出した前記著作権情報に含まれる対象
開始点Ｔ１とを比較し、対象開始点Ｔ１の方が再生開始点ＩＮより小さい場合には（ステ
ップＳ６０９）、利用開始点ｆｔＩｎを再生開始点ＩＮとする（ステップＳ６１０）。対
象開始点Ｔ１が再生開始点ＩＮ以上である場合には（ステップＳ６０９）、利用開始点ｆ
ｔＩｎを対象開始点Ｔ１とする（ステップＳ６１１）。
【００８７】
次に、使用料算出部１０８は、読み出した前記編集区間情報に含まれる再生終了点ＯＵＴ
と、読み出した前記著作権情報に含まれる対象終了点Ｔ２とを比較し、再生終了点ＯＵＴ
の方が対象終了点Ｔ２より小さい場合には（ステップＳ６１２）、利用終了点ｆｔＯｕｔ
を再生終了点ＯＵＴとする（ステップＳ６１３）。再生終了点ＯＵＴが対象終了点Ｔ２以
上である場合には（ステップＳ６１２）、利用終了点ｆｔＯｕｔを対象終了点Ｔ２とする
（ステップＳ６１４）。
【００８８】
次に、使用料算出部１０８は、利用開始点ｆｔＩｎと利用終了点ｆｔＯｕｔとを比較し、
利用開始点ｆｔＩｎが利用終了点ｆｔＯｕｔより小さい場合に（ステップＳ６１５）、ｊ
番目の著作権情報と利用開始点ｆｔＩｎと利用終了点ｆｔＯｕｔとを中間計算情報テーブ
ル３６１へ書き込み（ステップＳ６１６）、ステップＳ６１７へ戻る。利用開始点ｆｔＩ
ｎが利用終了点ｆｔＯｕｔ以上である場合に（ステップＳ６１５）、ステップＳ６１７へ
戻って処理を繰り返す。
【００８９】
以上のような処理により、図１２に示すような中間計算情報テーブル３６１を得ることが
できる。
（５）支払先毎の総著作権使用料の算出処理の動作
映像編集装置１０の支払先毎の総著作権使用料の算出処理の動作について、図２０に示す
フローチャートを用いて説明する。なお、当該支払先毎の総著作権使用料の算出処理の動
作は図１７のステップＳ１６３に示す支払先毎の総著作権使用料の算出処理の詳細である
。
【００９０】
使用料算出部１０８は、使用料テーブル３７１を初期化し（ステップＳ７１２）、変数ｉ
を１の値で初期化する（ステップＳ７００）。
次に、使用料算出部１０８は、中間計算情報テーブル３６１からｉ番目の中間計算情報を
読み出し（ステップＳ７０１）、読出しが終了していれば（ステップＳ７０２）、使用料
算出部１０８は、処理を終了する。
【００９１】
読出しが終了していなければ（ステップＳ７０２）、使用料算出部１０８は、変数ｊを１
の値で初期化する（ステップＳ７０４）。続いて、使用料テーブル３７１のｊ番目の使用
料情報を読み出す（ステップＳ７０５）。このとき、ｊ番目の使用料情報が無ければ、言
い換えれば使用料情報が空であれば（ステップＳ７０６）、読み出した中間計算情報を利
用して著作権使用料Ｙ１を算出する（ステップＳ７１３）。読み出した中間計算情報に含
まれる支払先（これをＡとする）と、総著作権使用料として算出された著作権使用量Ｙ１
とを含む使用料情報を使用料テーブル３７１へ書き込み（ステップＳ７０９）、変数ｉに
１の値を加算し（ステップＳ７１１）、ステップＳ７０１へ戻って処理を繰り返す。
【００９２】
ｊ番目の使用料情報があれば（ステップＳ７０６）、使用料算出部１０８は、読み出した
中間計算情報に含まれる支払先Ａと読み出した使用料情報に含まれる支払先（これをＢと
する）とが一致するか否かを判断し、一致しないなら（ステップＳ７０８）、変数ｊに１
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の値を加算し（ステップＳ７１２）、ステップＳ７０５へ戻って処理を繰り返す。
【００９３】
一致するなら（ステップＳ７０８）、使用料算出部１０８は、著作権使用料Ｙ１を算出し
（ステップＳ７１４）、読み出した前記使用料情報に含まれる総著作権使用料Ｙに、算出
した著作権使用料Ｙ１を加算し（ステップＳ７１０）、変数ｉに１の値を加算し（ステッ
プＳ７１１）、ステップ７０１へ戻って処理を繰り返す。
【００９４】
以上のような処理により、図１３に示すように、使用料テーブル３７１内に支払先毎に総
著作権使用料が算出されて格納される。
（６）利用条件の入力処理の動作
映像編集装置１０の利用条件の入力処理の動作について、図２１に示すフローチャートを
用いて説明する。なお、当該利用条件の入力処理の動作は図１５のステップＳ１０６に示
す利用条件の入力処理の詳細である。
【００９５】
利用条件入力部１１５は、利用者から、利用形態、暗号化有無、画質、鮮度、放送日時及
び限度額の入力を受け付け（ステップＳ２０１）、次に、入力を受け付けた利用形態、暗
号化有無、画質、鮮度、放送日時及び限度額を、利用条件記憶部１１４が有する利用条件
テーブル３５１に書き込む（ステップＳ２０２）。
（７）使用料算出処理の動作
映像編集装置１０の使用料算出処理の動作について、図２２に示すフローチャートを用い
て説明する。なお、当該使用料算出処理の動作は図１５のステップＳ１０８に示す使用料
算出処理の詳細である。
【００９６】
使用料算出部１０８は、映像素材の基本使用料を抽出し（ステップＳ２２１）、支払先毎
の総著作権使用料を算出し（ステップＳ２２２）、総著作権使用料を全て合計して総合計
を算出し（ステップＳ２２３）、算出した総合計を表示する（ステップＳ２２４）。限度
額判定部１１１は、算出した総合計が限度額を超えるか否かを判断し、算出した総合計が
限度額を超えるなら（ステップＳ２２５）、使用料算出部１０８は、その旨のメッセージ
をメッセージ部２０７に表示し（ステップＳ２２６）、再編集部１０６により再編集を行
う。
【００９７】
ここで、ステップＳ２２１及びステップＳ２２２の詳細は、図１８及び図１９、並びに図
２０に示すフローチャートに示す通りである。
（８）再編集処理の動作
映像編集装置１０の再編集処理の動作について、図２３及び図２４に示すフローチャート
を用いて説明する。なお、当該再編集処理の動作は、図２２のステップＳ２２７に示す再
編集処理の詳細である。
【００９８】
再編集部１０６は、編集情報記憶部１０２が有する編集情報テーブル３１１から全ての編
集区間情報を読み出し、読み出した編集区間情報を再編集区間情報として、再編集情報記
憶部１０７が有する再編集情報テーブル３８１に書き込む（ステップＳ２４１）。
次に、再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１中の各再編集区間情報に、再編集開
始点と再編集終了点と著作権優先順位と編集者優先順位とから構成される組を付加する（
ステップＳ２４２）。
【００９９】
次に、再編集部１０６は、再編集情報テーブル３８１内において、最も低い著作権者優先
順位を含む１以上の再編集区間情報を選択し（ステップＳ２４３）、次に、選択された前
記再編集区間情報の中から、最も低い編集者優先順位を含む１個の再編集区間情報を選択
する（ステップＳ２４４）。
次に、再編集部１０６は、選択された再編集区間情報の再編集終了点から１分間を減じ、
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１分間が減じられた再編集終了点を前記再編集区間情報に上書きし（ステップＳ２４５）
、使用料算出部１０８に対して著作権使用料を算出するように指示し、映像素材の基本使
用料が抽出され（ステップＳ２４６）、支払先毎の総著作権使用料が算出され（ステップ
Ｓ２４７）、再編集部１０６は、総合計を算出し（ステップＳ２４８）、限度額判定部１
１１は、総合計と限度額とを比較し、総合計が限度額を超えると判断する場合に（ステッ
プＳ２４９）、ステップＳ２４５へ戻って処理を繰り返す。
【０１００】
限度額判定部１１１が、総合計が限度額を超えないと判断する場合に（ステップＳ２４９
）、再編集部１０６は、再編集情報記憶部１０７の再編集情報テーブル３８１に含まれる
再編集情報を時間軸エディタ部２０５の、再編集後部に表示する（ステップＳ２５０）。
また、再編集部１０６は、総著作権使用料の総合計を算出し、表示画面２００の再編集後
の著作権使用料表示部に表示する（ステップＳ２５１）。
【０１０１】
次に、再編集部１０６は、利用者に対して再編集情報テーブル３８１を編集情報テーブル
３１１へ上書きしてもよいかどうかを問うメッセージを、表示画面２００のメッセージ部
に表示し、利用者から、上書きする、またはしない旨の応答を受け取り（ステップＳ２５
２）、上書きする旨の応答を受け取った場合には（ステップＳ２５３）、再編集情報テー
ブル３８１に含まれる全ての再編集情報区間のうち、ＩＤ、映像データ識別子、再編集開
始点及び再編集終了点から構成される各情報を、編集情報テーブル３１１へＩＤ、映像出
識別子、再生開始点及び再生終了点として上書きする（ステップＳ２５４）。上書きしな
い旨の応答を受け取った場合には（ステップＳ２５３）、上記の上書きを行わない。
（９）その他の設定処理の動作
映像編集装置１０のその他の設定処理の動作について、図２５に示すフローチャートを用
いて説明する。なお、当該その他の設定処理の動作は、図１５のステップＳ１１４に示す
再編集処理の詳細である。
【０１０２】
設定入力部１１７は、利用者から映像素材表示モードの入力を受け付け、受け付けた映像
素材表示モードを設定記憶部１１６に書き込む（ステップＳ２７１）。
次に、映像素材表示部１１０は、設定記憶部１１６から映像素材表示モードを読み出し、
読み出した前記映像素材表示モードが、著作権料を含めずに表示することを示す場合には
（ステップＳ２７２）、映像データ記憶部１０４から各映像データの代表画像データと映
像データ識別子との組を読み出し（ステップＳ２７３）、読み出した代表画像データを復
号して代表画像を生成し、生成した代表画像と映像データ識別子との組を対応付けて、前
記映像素材部内に表示する（ステップＳ２７４）。
【０１０３】
また、映像素材表示部１１０は、読み出した映像素材表示モードが、著作権料を含めて表
示することを示す場合には（ステップＳ２７２）、映像データ記憶部１０４から各映像デ
ータの代表画像データと映像データ識別子との組を読み出し、読み出した代表画像データ
を復号して代表画像を生成し（ステップＳ２７５）前記各組に含まれる映像データ識別子
と同じ映像データ識別子を含む１以上の著作権情報を著作権情報テーブル３３１から読み
出し、読み出した著作権情報のうち、利用条件テーブル３５１に含まれる利用条件情報を
含むものを抽出し（ステップＳ２７６）、さらに、映像素材表示部１１０は、前記各組に
含まれる映像データ識別子と同じ映像データ識別子を含む編集区間情報を編集情報テーブ
ル３１１から読み出し（ステップＳ２７７）、生成した代表画像と映像データ識別子との
組を対応付けて、前記映像素材部内に表示し、抽出された著作権情報に含まれる対象開始
点と対象終了点と著作権基本使用料とを前記映像素材部内に各組に対応付けて表示し、読
み出した編集区間情報に含まれる再生開始点と再生終了点とを、前記映像素材部内に各組
に対応付けて表示する（ステップＳ２７８）。
３．まとめ
映像音響素材について、その素材に対して制作者に関する著作権、演技者に対する著作権
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など、様々な著作権が認められている。このため、これら著作権の認められる素材を用い
て制作した番組を、放送し、又は記録媒体に記録して頒布し若しくは販売する場合に、著
作権を有する者に対して著作物使用の許諾を得たり、著作物の使用料に相当する料金を著
作権を有する者に対して支払う必要がある。
【０１０４】
番組などの制作者側で映像素材も作成する場合には、著作権使用料の計算も「番組１本に
つきいくら」というような単純な場合もあるが、近年、番組の多チャンネル化、インター
ネットでの映像配信等により映像素材をすべて自前で制作することが難しくなってきてい
る。そして、それにともない、大小様々な形で、映像素材自体を供給する事業も発生して
きている。
【０１０５】
映像素材が番組制作者に提供される場合、番組制作者側で映像素材を用意する場合と異な
り、「映像素材の鮮度（スポーツ映像など）」や、「出演している俳優およびその出演時
間」、「映像素材の利用形態（放送目的なのか、ＤＶＤなどによる販売目的か）」、「映
像放送時のセキュリティレベル（暗号化の有無）」などによって、その映像素材の使用料
金として支払うべき著作権使用料が細かく変化する。その代わり、著作物の使用に対して
都度使用許諾を求める必要はなく、適切な著作権使用料を支払うことにより、自由に利用
することが可能である。
【０１０６】
これにともない、番組制作者の間では、番組の編集中にこれらの使用映像素材に支払うべ
き著作権使用料を見積もりつつ、番組を制作したいという要望が高まってきており、本実
施の形態は、このような要望に答えるものである。
上記に説明したように、映像編集装置１０は、番組を編集しながら、映像データの編集情
報から映像データの著作権情報を取り出し、番組に用いられる各映像素材の著作権使用料
を算出し、さらに合計して合計値を表示する。
【０１０７】
また、映像素材とともに著作権情報を表示するので、著作権使用料を見ながら使用する映
像素材を選択することができる。例えば、番組を編集していて著作権使用料が限度額より
高くなりすぎた場合に、著作権使用料の高い俳優の登場するシーンを優先的に削除するよ
うにしてもよい。このようにすると、著作権使用料を効果的に削減できる。また、著作権
使用料の低い俳優の登場するシーンを優先的に削除するようにしてもよい。このようにす
ると、あまり重要でないシーンを削除することができる。また、著作権使用料の低い俳優
の登場するシーン一覧を映像素材部に表示するようにしてもよい。
【０１０８】
また、著作権使用料の合計額を算出するので、編集作業をしながら同時に現在の著作権使
用料を確認することができる。
また、著作物使用物が、販売目的で利用されるか、暗号化して配布されるか、著作物制作
後何時間後に放送されるか、といった条件に応じて対応する著作権使用料を算出すること
ができる。
【０１０９】
また、利用した著作権情報の一覧を著作権情報獲得結果として取得できるため、作成した
映像データの著作権情報を別に作成する必要がない。
また、あらかじめ著作権使用料の予算を入力しておくことで、合計著作権使用料が予算を
超えた際に、その旨をユーザーに知らせることが可能となる。合計の著作権使用料があら
かじめ設定された限度額を超える場合には、合計の著作権使用料が限度額を超えないよう
に、映像素材の一部を削除する。また、映像素材の一部を削除する場合に、著作権者の意
向や編集者の意向を尊重し、著作権者や編集者が削除したくない映像素材の部分を避けて
、他の部分を削除する。
【０１１０】
また、通信部により著作権使用料についての情報を支払先に登録することが可能なため、
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作成した番組を放送すると同時に使用した著作権の使用料を支払うことができる。
また、著作権情報を更新する手段を備えるので、最新の著作権情報、例えば、番組を再放
送する際の出演俳優に対する、現在の著作権使用料を利用できる。
【０１１１】
なお、本発明を上記の実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施の形
態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
（１）上記の実施の形態において説明した利用条件は、上記に示す例に限定されない。上
記の実施の形態では、ＤＶＤ販売、有料放送などの利用形態を例示しているが、例えば、
番組を格納する媒体の種類、販売、放送などの項目を加えてもよい。また、画質は、高、
中、低の３段階に分類しているが、様々なプロファイル規定に従った項目分けしてもよい
。
【０１１２】
また、利用形態は放送、販売以外にも、試聴用、配信用、無料配布用などとしてもよい。
利用条件はこれらに限られるわけではなく、そのほかにも放送範囲（全国・県内）や、コ
ピー可能回数などを加えてもよい。
（２）編集情報テーブルは、編集情報作成部により一度だけ作成されてもよいし、利用者
の編集情報作成部への操作に伴い、逐次更新されるとしてもよい。また、再生開始点、再
生終了点は時、分、秒、フレームの他、映像データ記録開始位置からのバイト数など、映
像データ中の部分を特定することができるものであれば何でもよい。
【０１１３】
編集区間情報は、例えばモザイクなどのエフェクトについての情報を含んでいるとしても
よい。
（３）映像データは、動画カメラや、ＶＴＲなどの録画機によって録画され、映像データ
識別子（例えばＳｃｅｎｅ０１．ａｖｉ）が与えられて映像データ記憶部１０４に記憶さ
れる。これらの映像データ識別子は一例であり、ファイル名の他にも数字によるＩＤや、
映像データ記憶部中の記憶開始位置等、映像データを特定できるものであれば何でもよい
。また、ネットワークを通して映像データを取得して利用することとし、映像データ識別
子にネットワークアドレス、例えばＵＲＬを利用することも可能である。
（４）図６に示す著作権情報テーブル３３１は、一例であり、この著作権情報テーブルは
、さらに、著作物の使用許諾に関する情報や、支払先についての詳しい情報（連絡先など
）を同時に持つようにしてもよい。
【０１１４】
なお、図６に示す著作権情報テーブル３３１では、省略しているが、著作権情報テーブル
は、暗号化有無や利用形態、画質、鮮度などの項目の全ての組合せについての著作権情報
を含んでいる。
（５）図６に示す著作権情報テーブルは、著作物使用料の算出に用いられるだけでなく、
著作権情報テーブルを表示するようにしてもよい。これにより、利用者に対してより有用
な情報提供ができる。
【０１１５】
また、映像素材表示部１１０は、映像素材画面に表示されている映像素材に対応付けて、
各映像素材毎に算出された著作権使用料を表示するとしてもよい。
（６）上記に説明したように、使用料情報送受信部１１２は、ネットワークなどの通信手
段を用いて、著作権使用料についての情報を著作権使用料支払先の外部の装置に送信して
に登録する。例えば、映像再生部１０３によって再生された映像がそのまま放送に利用さ
れる場合、放送終了と同時にその著作権使用料を支払先に登録するようにしてもよい。
【０１１６】
また、著作権使用料の登録は放送終了時以外でもよく、例えば、放送の終了した映像デー
タに対する著作権料から順に登録していったり、月末にまとめて登録してもよい。
また、不正に著作物を利用できないようにする為、課金情報を登録してから初めて、著作
物の映像データ記憶部への記憶や、著作物の閲覧を許可するとしてもよい。
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（７）著作権情報更新部１１３は、上記に説明したように、外部からの入力手段、例えば
通信手段、を用いて著作権情報記憶部１０５中の著作権情報を更新する。例えば、インタ
ーネットを利用し、特定のＵＲＬから著作権情報をダウンロードして、ダウンロードした
著作権情報を用いて更新するとしてもよい。また、上記に説明したように、新しい著作権
情報を記憶したフロッピーディスクや光ディスク、半導体メモリカード、ＲＯＭなどの記
録媒体を読み込む手段によって著作権情報記憶部１０５中の著作権情報を更新する。また
、利用者が著作権情報をキーボードを用いて直接入力するとしてもよい。
（８）以上に述べたような著作権情報と、映像データとが、同一の記憶媒体（例えば、光
ディスク）に記録された形で利用されるとしてもよい。
【０１１７】
なお、以上の実施の形態では映像データは、音声データを含むとしているが、音楽などの
音響データのみ、または映像データのみと用いるとしてもよい。
（９）上記の実施の形態では、再編集部は、１分間の映像データを削除するとしているが
、削除する映像データの時間は、１分に限定されない。
また、合計した著作権使用料が限度額の１５０％を超える場合に、削除する映像データの
時間を５分とし、限度額の１２０％を超える場合に、削除する映像データの時間を３分と
し、限度額の１１０％を超える場合に、削除する映像データの時間を１分としてもよい。
このように合計した著作権使用料と限度額との差の程度に応じて、削除する映像データの
時間を変えることにより、限度額以内に収まる映像データを素早く決定することができる
。
【０１１８】
また、削除の対象となる映像データの著作権使用料の算出方法が、上記に述べた固定制で
ある場合に、当該映像データを全て削除して、著作権使用料を再度算出してもよい。
また、削除の対象となる映像データを選択する際に、その著作権使用料の算出方法が、上
記に述べた固定制である映像データを前記選択の対象外としてもよい。
（１０）著作権使用料は、従量制による算出と固定制による算出方法があるとしているが
、同じ映像素材を繰り返し使用するときに、使用回数に応じて著作権使用料をディスカウ
ントする契約を著作権者との間で結び、この算出方法を用いるとしてもよい。例えば、使
用回数が多ければ多いほど、著作権基本使用料を安くするようにしてもよい。
（１１）本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプ
ログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
【０１１９】
また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号をコンピュータ読み
取り可能な記録媒体、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、ＣＤ―ＲＯＭ、Ｍ
Ｏ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、半導体メモリなど、に記録したものとし
てもよい。また、これらの記録媒体に記録されている前記コンピュータプログラム又は前
記デジタル信号であるとしてもよい。
【０１２０】
また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号を、電気通信回線、
無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク等を経由して伝送する
ものとしてもよい。
また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリとを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムに従って動作するとしてもよい。
【０１２１】
また、前記プログラム又は前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送することによ
り、又は前記プログラム又は前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経由して移送する
ことにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
（１２）上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
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【０１２２】
【発明の効果】
上記に説明したように、本発明は、複数の素材映像データを編集して１個の番組データを
生成する映像編集装置であって、複数の素材映像データを編集して生成された１個の番組
データを記憶している番組データ記憶手段と、各素材映像データに対応付けて著作権の基
本使用料を記憶している使用料記憶手段と、前記使用料記憶手段に記憶されている各素材
映像データに対応付けられた基本使用料を用いて、前記番組データの著作権の総使用料を
算出する算出手段とを備える。
【０１２３】
この構成によると、映像データの編集をしながら使用する映像データの著作権使用料を算
出することができる。
ここで、前記映像編集装置は、さらに、利用者より著作権の総使用料の限度額の入力を受
け付ける限度額受付手段と、前記算出手段により算出された前記番組データの著作権の総
使用料と、入力が受け付けられた限度額とを比較して、算出された総使用料が限度額より
大きいか否かを判断する限度額判断手段と、前記限度額判断手段により、総使用料が限度
額より大きいと判断される場合に、その旨を示す警告を利用者に対して出力する警告手段
とを含むように構成してもよい。
【０１２４】
この構成によると、著作権使用料が限度額を超える場合にその旨のメッセージを出力する
ので、利用者は、直ちに著作権使用料が限度額を超えたことを認識できる。
ここで、前記番組データ記憶手段に記憶されている前記番組データは、複数個の編集映像
データから構成されており、各編集映像データは、前記複数の素材映像データのうちのい
ずれか１個の素材映像データを元にして生成され、前記素材映像データの全体又は部分の
映像データであり、前記使用料記憶手段は、素材映像データのうちの使用する映像データ
の長さに応じた著作権の基本使用料を記憶しており、前記算出手段は、前記番組データを
構成する編集映像データ毎に、前記編集映像データの元の素材映像データに対応付けて記
憶されている前記著作権の基本使用料を用いて、前記編集映像データの長さに応じて、前
記編集映像データの著作権の使用料を算出し、編集映像データ毎に算出した著作権の使用
料を合計して前記番組データの著作権の総使用料を算出するように構成してもよい。
【０１２５】
また、前記映像編集装置は、さらに、前記番組データ記憶手段に記憶されている前記複数
個の編集映像データのいずれかについて、編集映像データの一部を削除する映像再編集手
段と、前記限度額判断手段により、著作権の総使用料が限度額より大きいと判断される場
合に、算出された前記著作権の総使用料が、入力が受け付けられた限度額を超えないよう
になるまで、前記映像再編集手段、算出手段及び限度額判断手段に対して、編集映像デー
タの一部の削除、著作権の総使用料の算出、及び限度額の判断を繰り返すように制御する
繰返制御手段とを含むように構成してもよい。
【０１２６】
この構成によると、著作権使用料が限度額を超える場合に、著作権使用料が限度額を超え
ないように、編集映像データの一部を削除するので、常に限度額以内で番組を制作するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】映像編集装置１０の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】映像編集装置１０の具体的な構成を示すハードウェア構成図である。
【図３】映像データ記憶部１０４が記憶している映像データの一例を示す。
【図４】映像編集装置１０が表示する表示画面の一例を示す。
【図５】映像編集装置１０が表示する別の表示画面の一例を示す。
【図６】著作権情報テーブルのデータ構造を示す。
【図７】著作権者優先順位テーブルのデータ構造を示す。
【図８】編集情報テーブルのデータ構造を示す。
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【図９】編集者優先順位テーブルのデータ構造を示す。
【図１０】利用条件テーブルのデータ構造を示す。
【図１１】映像編集装置１０が表示する利用条件の入力画面の一例を示す。
【図１２】中間計算情報テーブルのデータ構造を示す。
【図１３】使用料テーブルのデータ構造を示す。
【図１４】再編集情報テーブルのデータ構造を示す。
【図１５】映像編集装置１０の全体の概要動作を示すフローチャートである。
【図１６】映像編集装置１０の初期処理の動作を示すフローチャートである。
【図１７】映像編集装置１０の映像編集処理の動作を示すフローチャートである。
【図１８】映像編集装置１０の映像素材の基本使用料の抽出処理の動作を示すフローチャ
ートである。図１９に続く。
【図１９】映像編集装置１０の映像素材の基本使用料の抽出処理の動作を示すフローチャ
ートである。図１８から続く。
【図２０】映像編集装置１０の支払先毎の総著作権使用料の算出処理の動作を示すフロー
チャートである。
【図２１】映像編集装置１０の利用条件の入力処理の動作を示すフローチャートである。
【図２２】映像編集装置１０の使用料算出処理の動作を示すフローチャートである。
【図２３】映像編集装置１０の再編集処理の動作を示すフローチャートである。図２４へ
続く。
【図２４】映像編集装置１０の再編集処理の動作を示すフローチャートである。図２３か
ら続く。
【図２５】映像編集装置１０のその他の設定処理の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　映像編集装置
１０１　　編集情報作成部
１０２　　編集情報記憶部
１０３　　映像再生部
１０４　　映像データ記憶部
１０５　　著作権情報記憶部
１０６　　再編集部
１０７　　再編集情報記憶部
１０８　　使用料算出部
１０９　　使用料記憶部
１１０　　映像素材表示部
１１１　　限度額判定部
１１２　　使用料情報送受信部
１１３　　著作権情報更新部
１１４　　利用条件記憶部
１１５　　利用条件入力部
１１６　　設定記憶部
１１７　　設定入力部
１１８　　制御部
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